
別表第１	 画像利用に係る料金(第９条第１項関係)	 	 	 	 	 	 	 (消費税額を除く。) 
区	 	 	 	 	 分 料	 	 	 	 金 備	 	 考 

単片フィルム 1枚につき 5,000円 

マイクロフィルム 

1点(件)につき５０コマまで	  

5,000円 

50コマを超える場合 

以降５０コマごとに 2,500円 

	 

デュープ代その他の

材料費は、申請者の負

担とする。 

デジタルデータ １画像につき 3,000円 
ＣＤ－Ｒ等の媒体で

の提供は１媒体当た

り 1,050円を加算 

 
複製物（販売商品等） 

 
販売価格（消費税込）×製作数量×３％ 

画像等の動画利用について テレビ番組(１局１番組１放送回) 
30,000円 

 
テレビ番組（オンデマンド配信） 

（１年以内）24,000円 
 
インターネット・携帯サイト・イント

ラネット等による配信 
（１年以内）48,000円 

利用する画像の料金

は、原則として上記に

従い別途加算 

 

テレビ番組（１局１番

組１放送回）について

は、同内容で再放送す

る場合に限り、１年以

内左記料金 

 
その他上記に定めのない場合 

 
その都度定める  

※件数の数え方について 
	 掲載及び上映対象作品１点につき１件と数える。また、利用画像１点につき１件とする。 
ただし、同じ列品、立体物等の画像であれば３点までを１件とする。 
	 	 例）利用画像１点を４つの放送局で上映	 →	 ４件と数える 
	 	 	 	 出版物１冊について利用画像３点（同じ列品の画像）	 →	 １件と数える 
 
 


